
令和 8 年両津七夕まつり・川開き臨時露店出店者募集要項 

 

１ 両津七夕まつり・川開き臨時露店の概要 

⑴ 露店開設日時 

令和８（2026）年８月７日（金）午前 10 時から午後９時 30 分まで。 

令和８（2026）年８月８日（土）午前９時から午後９時 30 分まで。 

※ただし、雨天のほか悪天候の場合、祭り行事が中止になる場合がある。 

 

⑵ 主催 

佐渡市（担当：両津市民センター地域支援係） 

 

２ 露店出店者募集資格 

  下記、⑴から⑷のすべてに該当する者 

⑴ 次のいずれかの者（キッチンカーの募集は行わない） 

①過去２年間に両津七夕まつり川開き臨時露店出店実績のある者。 

②佐渡市内に令和 8 年 4 月 1 日以前より住所を有する者。 

③佐渡市内で食品営業許可を有する店舗を営む者。 

 

⑵ 次の①から⑥に該当しない者 

① 暴力団員（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団及び第 6 号に規定する暴力団員をいう）。 

② 暴力団員と社会的に非難される関係を有する者。 

③ 暴力団員又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者が関与している反社

会的集団・グループ等に加入している者。 

④ 前記①から③の者等が実質的に経営を支配する又は経営に関与している露店の出店

を申請する者及びその従業員。 

⑤ 暴力団員と生計を同一にしている者。 

⑥ 暴力団員等であることを知りながら、これを使用又は雇用し若しくは利用する者。 

 

⑶ 本要項及び佐渡市露店市場管理条例、その他関係法令を遵守する者。 

 

⑷ 主催者の必要な指示に従う者。 

 

３ 出店場所 

佐渡市両津夷５の丁（別紙区域図のとおり） 

佐渡市両津夷 300 番地から両津夷 261番地 58 に至る市道両津幹線６号線の両側及び両津夷

314 番地から両津夷 195 番地に至る市道夷 21 号線の両側のうち、主催者の指定する場所。 

 

４ 応募定数 

60 区画以内 

 ※申込数超過の場合は主催者の責任抽選により決定する。 



   なお結果についての苦情は受け付けない。 

５ 出店区画 

１区画＝２ｍ×1.2ｍ 

※１店舗最大２区画までとする。 

※出店場所は主催者が決定する。 

 

６ 出店料 

１区画あたり 500 円／日（間口２ｍにつき） 

※１区画当たり２日分で 1,000 円とする。 

 

７ 提出書類 

⑴ 佐渡市臨時露店市場出店申込書 

⑵ 同意書（表明・確約書） 

 

８ 出店申込について 

⑴ 申込上限 

露店責任者１者につき、５店舗まで。 

営業品目については、1 店舗 1 種類。 

 

⑵ 申込期間 

令和８（2026）年６月２２日（月）から令和８（2026）年７月１５日（水） 

 

９ 出店許可 

⑴ 出店許可の決定及び取り消し 

・出店の可否は主催者が審査の上で決定する。 

・本要項に反した場合は出店許可を取り消すことがある。 

・出店許可の権利を第三者へ譲渡、又は転貸することを禁止する。 

 

⑵ 個人情報 

提出された個人情報は、本事業の運営以外には使用しない。 

 

10 申込先 

〒952-8501 新潟県佐渡市両津湊 198 番地 

佐渡市両津市民センター 地域支援係 

℡ 0259-27-6116 

 

11 その他 

・イベント終了後、出店区画内の原状回復（防汚対策、ごみの回収及び清掃等）を行い、ゴミ

は分別し、所定の場所に置くこと。 

・食品を販売する出店者は、食中毒や感染症を発生させないよう十分注意すること。 

・出店に係る事故及び破損、盗難等について、主催者は一切の責任を負わない。万一トラブル



等が発生した場合は出店者が一切の責任を負い、当事者間で解決すること。 

・出店期間中「臨時露店出店許可証」を見やすい場所に掲示すること。 

・出店時間を遵守し、許可区画外への営業行為を禁止する。 

・騒音・振動等により、近隣住宅及び店舗への迷惑行為を行わないこと。 

・火気を使用する場合は、１店舗に１本必ず消火器（業務用）を設置すること。 

・露店開設時間外は道路を解放するため、通行の妨げにならないよう片づけること。 

・主催者及び警察・消防等の関係機関の指示に従うこと。 

・違反が認められた場合は即時退場とし、翌年度以降の出店を認めない。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

〒952-8501 新潟県佐渡市両津湊 198 番地 

佐渡市役所 両津市民センター 地域支援係 

℡ 0259-27-6116 

 

 


